
 

 

 

           令和５年度事業計画 

                   

基本方針 

  食品衛生協会の役割は、食品の安全と消費者の信頼を確保するため、食品等

事業者における自主衛生管理を推進することです。国においては、食中毒によ

る健康被害が依然として発生していることから、食品の安全性の更なる向上

を図るため、これまでの衛生管理の取り組みに加え、食品の衛生管理の国際標

準となっている HACCP（ハサップ）に基づくあるいは HACCPの考え方を取り入

れた衛生管理の制度化が令和３年（２０２１年）６月１日に施行されました。

この HACCP の実践と定着に向けて、食品衛生協会としてどのように取り組ん

でいくのかが大きな課題です。 

  また、食品衛生法改正に伴う許可業種の変更、営業届出制度新設への協会と

しての取り組み、対応も引き続き課題となっています。 

私たちは、このような環境の変化に対し、自主衛生管理体制を徹底するとと

もに、適正表示を推進し、食品安全に関する知識や情報の発信強化により食品

衛生思想の一層の普及啓発を図り、もって、食の安全安心に寄与するため次の

事項を基本方針として関係行政機関と連携しながら事業を進めて参ります。 

これらに加えて、過疎化、高齢化、全国チェーンの進出に加えて相次ぐ自然

災害、食品衛生法改正による会員数の大幅な減少により、協会の存続が危ぶま

れる地区が出てきています。今後５年先、１０年先を見据えた協会の在り方に

ついて委員会を立ち上げて協議していきます。 

 

 Ⅰ 食品衛生自主管理体制の推進強化 

 

 Ⅱ 食品衛生の普及啓発と食中毒防止活動の徹底 

 

 Ⅲ 食品の安全安心に関する行政の施策への協力 

 

 Ⅳ 会員相互の福利厚生の向上 

 

 Ⅴ 食品衛生指導員等の養成講習会や研修会の実施 

 

 Ⅵ 組織の再編、改革に関する委員会 

 

 



   

 

事業 

 １ 食品衛生自主管理体制の推進強化事業 

  (1) 食品衛生指導員巡回指導事業 

    県委託事業の一環として、食品衛生指導員が一斉巡回指導や個別指導

を実施します。 

    ・食品営業許可更新時期の５月、８月、１１月、２月に定期巡回指導 

    ・７月、８月に夏期一斉巡回指導 

    ・１２月に年末一斉巡回指導 

 

  (2) 食品衛生指導員養成事業 

    (1)の事業を実施する新規指導員を養成するとともに、指導員全体の資質

向上を図ります。 

  

 (3) 食品衛生指導員部長研修会事業 

    (1) の事業を効果的に行うため、令和５年度日食協特別補助金(食品衛

生指導強化費)事業の重点指導事項及び HACCP による衛生管理等に

ついて、食品安全対策を推進するための研修会を実施します。 

[ 令和５年度巡回指導の重点指導事項 ] 

      ○「HACCP の考え方を取り入れた衛生管理の定着と振り返り」 

 

(4) 食品衛生責任者養成事業 

    食品の安全を確保するため、自らの食品営業施設における施設・設備の

衛生管理、食品の衛生的取扱いや従業員の健康管理等を行う食品衛生責

任者を養成します。 

また、日本食品衛生協会から提供される e-ラーニングによる養成講習会

も引き続き取り組みます。 

   

２ 食品衛生広報活動事業 

(1) 一日食品衛生監視員事業 

     県内１１保健所、市町村、消費者等と連携し、一日食品衛生監視員に委

嘱された消費者と保健所の食品衛生監視員、そして食品衛生指導員が食

品取扱施設を訪問し、食品が衛生的に取扱われているかどうかを監視指

導します。 

      

 

同時に、食品の表示、取り扱い方法、選び方、保存方法等の知識を学習す

ることにより、家庭における食中毒等健康被害の発生防止に役立てます。 



   

 

  

  

 (2) 消費者との意見交換事業 

    保健所の食品衛生監視員をアドバイザーとして、食品営業者と消費者

との意見交換を通して、消費者に食品衛生に関する知識や情報を提供し、

食品衛生の普及を図ります。 

(3) その他 

    食品衛生に関する DVD 等の衛生教育資材の充実を図ります。また、県

内１１保健所と連携して、食品の製造や販売等に係る記録の普及を図り

ます。 

 

３ 食品衛生功労者等の表彰事業 

  食品衛生の普及、向上に格段の功労があった者及び施設の改善に尽力され

た者の施設等を表彰並びに推薦し、また、行政による表彰に協力するとともに、

他の模範として意識の高揚を図ります。 

 

(1) 厚生労働大臣表彰 

(2) 厚生労働省医薬食品局食品安全部長表彰 

(3) (公社)日本食品衛生協会長表彰 

(4) (公社)日本食品衛生協会食品衛生指導員理事長表彰 

(5) (一社)熊本県食品衛生協会長表彰 

 

４ ふぐ処理師試験受験準備講習会 

  熊本県ふぐ取扱い条例に基づき毎年行われる「ふぐ処理師試験」を受験する

食品営業者及び従事者のため、受験準備講習会を開催してきましたが、令和２

年度は参加者が少なく赤字になること、令和３、４年度は法改正により学科内

容が大幅に変わること、適当なテキストがないこと、過去問題集も通用しない

こと等から中止しました。本年度も中止とし、数年間の状況をみて開催の有無

を判断します。 

 

５ 各種共済事業 

  会員の福利厚生を図るため、次の共済の加入促進に積極的に取り組みます。 

(1) 食品営業賠償共済(「あんしんフード君」を含む。) 

(2) 食協生命共済 

(3) 火災共済 

 

 

６ 会議、研修会等の開催 



   

 

  適切な法人運営を図るため、次の会議等を開催します。 

(1) 定時総会、理事会 

(2) 事務職員研修会 

 

7 刊行物作成・販売、斡旋に関する事業 

    月刊「食と健康」には、指導員活動における参考図書として編集されてお

り、食品等事業者に求められる「食の安全」について、さまざまな視点から

の情報が掲載されています。 

  

８ 食中毒予防等講習会事業 

  食品営業者や集団給食施設事業者とその従事者及び消費者等を対象として、 

食中毒予防等に関する知識や情報を提供するための講習会を開催します。 

 

９ 手洗いマイスター認定講習会事業 

  食品取扱者に手洗いの意義や根拠に基づく手洗い手順、環境整備の必要性

について、食品衛生指導員活動を通じて普及啓発することで食中毒の未然防

止を図ることを目的として講習会を開催します。 

 

１０ HACCP 導入支援事業 

  HACCP の考え方を取り入れた衛生管理の定着と振り返りのために、行政

の支援を受けて次の委託事業を行います。 

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理講習会 

・新規営業者を中心に各地で年２回、計２０回以上を目標に講習会を 

開催します。 

 

１１ 組織の再編、改革に関する委員会 

県、鹿本、菊池、八代、人吉球磨、水俣芦北地区の各会長、行政担当者、事

務局に加えて、各地区の将来を担う若手も入れて、協議していきます。 

予算は、日本食品衛生協会からの「支部・支所の再編、改革に関する会議

開催」助成金を利用します。 

 

１２ その他 

(1) 食品衛生法等の一部を改正する法律（令和３年６月施行）への対応 

(2) 食品関連団体との連携 

 

 


